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ご利用下さい！ 詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”

申「セミの鳴き声調査」と書き、住所
・氏名・電話番号を明記し、ハガキ、Ｆ
ＡＸまたはＥメールで６月１５日まで

（必着）に（一財）まちだエコライフ推
進公社（〒１９４－００３６、木曽東２－１
－１、返７９７・９８８１遍ｓｅｍｉ＠ｍ－ｅｃ
ｏｋｏｓｈａ．ｏｒ．ｊｐ）へ。

【セミ・セミナー～なきごえ・ぬけが
らがわかる！】
　直接会場へおいで下さい。
日６月２８日㈬午後１時３０分～４時３０
分（出入り自由）
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
内セミの鳴き声の聞き分け、ぬけが
らの見分け方等

◇
市HP セミの鳴き声  検索
問環境・自然共生課☎７２４・４３９１
屋外での活動にご注意下さい

光 化 学 ス モ ッ グ が 
発生しやすい時期です

　東京都環境局ホーム
ページで、Ｅメールア
ドレスを登録すると、
光化学スモッグ注意報
等の発令状況が配信さ
れます。
問環境保全課☎７２４・２７１１
開催します

教 科 用 図 書 展 示 会
　町田市教育委員会では、２０１８年
度に市立小学校で使用する「特別の
教科　道徳」の採択候補となる教科
用図書の展示会を開催します。
　教科用図書へのご意見等がありま
したら、各会場の用紙にご記入下さ
い。採択の参考にします。
※直接会場へおいで下さい。
日①②６月２日㈮～７月５日㈬③６月
１１日㈰、２５日㈰、いずれも午前９時

お知らせお知らせ
特定認可外保育施設入所児童保護者

補 助 金 を 改 定 し ま す
　２０１７年度から、特定認可外保育
施設入所児童保護者補助金を、児童
１人につき月額１万５０００円から２万
円に改定します。
※申請書は保育所を通じて配布しま
す。
対市内在住で、認証保育所（都内であ
れば市外の施設でも可）に月１６０時
間以上の契約で子どもを預けている
保護者の方
問子ども総務課☎７２４・２５５１
申請を受け付けます

２０１７年度私立幼稚園等補助金
【就園奨励費・保護者補助金】
　子ども・子育て支援新制度に移行
した幼稚園に通う場合は、手続き不
要です。
対町田市に住民登録のある満３～５
歳児及び就学猶予された園児を私立
認可幼稚園に通園させている保護者
※満３歳児の特別クラス（隔日・半日
のクラス）等は、補助金の対象外です。

申幼稚園で申請書の取りまとめをし
ている場合＝申請書記入後、各幼稚
園が定める期限までに各幼稚園へ。
幼稚園で申請書の取りまとめをして
いない場合＝申請書記入後、幼稚園
の在園証明を受けて７月７日までに
子ども総務課（市庁舎２階）へ（郵送
可）。
※各市民センターでは受け付けでき
ません。
※期間終了後も受け付けますが、補
助金の支給が遅れることがあります。
※申請書を配布していない市外の幼
稚園等の場合は、子ども総務課へご
連絡下さい。
※詳細は各幼稚園で配布のパンフレ
ット、または町田市ホームページを
ご覧下さい。
問子ども総務課☎７２４・２５５１
調査協力者を募集します

セ ミ の 鳴 き 声 調 査
　お住まいの地域周辺などで、セミ
の鳴き声を聞いて種類ごとに記録し
ていただける方を募集します。
対市内在住、在勤、在学の小学生以上
の方
調査期間７月１日㈯～１０月１５日㈰
定３００人（申し込み順）

～午後５時（①②は土・日曜日を除く）
場①教育センター２号館２階資料室・
展示室②イベントスタジオ（市庁舎１
階）③ワンストップロビー（市庁舎１階）
問①教育センター☎７９３・２４８１②
③指導課☎７２４・２１５４

住宅の耐震化を応援します
【木造住宅の無料簡易耐震診断】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅を自ら
が所有し居住している方
申住宅の建築年月日が確認できるも
の（建築確認通知書等）の写しと住宅
の図面の写しを持って、直接住宅課
へ。

【木造住宅耐震相談会】
対市内にある昭和５６年５月３１日以
前に着工された木造戸建住宅を自ら
が所有し居住している方
日７月６日㈭午後２時～４時
場鶴川市民センター
内木造住宅の無料簡易耐震診断と耐
震化助成制度の説明、個別相談、申請
の受け付け
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課へ。

◇
問住宅課☎７２４・４２６９

分譲マンション管理セミナー
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日６月２５日㈰午後１時３０分～５時
場市民協働おうえんルーム（市庁舎
２階）
内講演会「マンション管理会社の活
用について～マンション管理委託契
約のポイント」、個別相談会
講（一社）日本マンション管理士会連
合会会長・親泊哲氏
定５０人（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。

６月は蚊の発生防止強化月間です

年金の住所変更はお済みですか

平成２９年度市民税・都民税のお知らせ 　デング熱やジカウイルス感染症
など、蚊が媒介する感染症の発生
を未然に防止するためには、水中
に生息する幼虫（ボウフラ）を退治
して蚊の発生を抑制するととも
に、蚊に刺されないために家に侵
入させない対策と外出時の対策を

とることが重要です。
※町田市保健所中町庁舎で、市民向
けリーフレット「夏場の蚊対策」を
配布していますので、ご活用下さい

（町田市ホームページでダウンロー
ドも可）。
問生活衛生課☎７２２・７３５４

　町田リサイクル文化センター周
辺の大気中のダイオキシン類測定
を実施しましたので、その結果を
お知らせします。測定結果は、環境

基準に適合していました。
※詳細は、町田市ホームページを
ご覧下さい。

　住所を変更した方は、年金も住所
変更の届け出が必要です。手続きを
しないと、「ねんきん定期便」等のお
知らせが届かないことがあります。　
　住所変更の届け出先は次のとおり
です。
○国民年金第１号加入中の方＝手続
き不要（日本年金機構からの通知が
届かない場合は、保険年金課国民年
金係へお問い合わせ下さい）
○厚生年金保険加入中の方＝勤務し
ている会社等
○国民年金第３号被保険者の方＝配
偶者が勤務している会社等
○年金受給者の方＝日本年金機構に
住民票コードが登録されている方は
原則不要。ただし、日本年金機構に住
民票コードが未登録、住民票の住所
と違う場所にお住まいの場合、また
は成年後見を受けている方等は、届

け出が必要です。
◇

　詳細は、ねんきんダイヤルへお問
い合わせ下さい（共済年金を受け取
っている方は各共済組合へ）。
問ねんきんダイヤル☎０５７０・０５・
１１６５（ナビダイヤル）、☎０３・６７００・
１１６５、町田市保険年金課☎７２４・２１２７

【企業年金連合会からのお知らせ】
　「厚生年金基金（企業年金）」とは、
勤務先の会社が実施している年金制
度の一つです。この制度のある会社
を勤務１０年未満で退職したことが
ある方は、制度への加入期間が１か
月でも、企業年金連合会から年金を
受け取れる可能性があります。
問企業年金連合会☎０５７０・０２・
２６６６（ナビダイヤル）、☎０３・５７７７
・２６６６（受付時間＝祝休日を除く月
～金曜日の午前９時～午後５時）

　納税通知書を６月２日に発送します。
６５歳以上（４月１日時点）で公的年金の
所得がある方の納税通知書は６月１５日
に発送します。
　給与から差し引かれる方は、勤務先
へ税額通知書を５月１８日に発送しまし
た。

【平成２９年度市民税・都民税課税（非課
税）証明書は次の日程で発行します】
①給与から差し引かれる方＝５月１８日
以降
②個人で納付する額がある方＝６月２
日以降
③６５歳以上（４月１日時点）で公的年金の
所得がある方＝６月１５日以降
※①と②を併せて納付する方は６月２
日以降、①、②により納付する方で③に
該当される方は６月１５日以降の発行に
なります。コンビニエンスストアでの
自動交付サービスの手続きをすでに済
ませている方は６月１５日以降の自動交
付が可能となります。

発行場所市民課（市庁舎１階）、市
民税課（市庁舎２階）、南・なるせ駅
前・鶴川・忠生・堺・小山の各市民セ
ンター、町田・南町田・鶴川の各駅
前連絡所、玉川学園・木曽山崎の各
コミュニティセンター
費１通につき３００円
○本人確認書類をお持ち下さい
　税務証明や閲覧の申請のために
窓口に来庁する方は、本人確認書
類（下表参照）をお持ち下さい。
　本人に代わって請求する場合は
委任状等の書面が必要です。代理
で窓口に来庁する方も本人確認書
類をお持ち下さい。

◇
問納税通知書について＝市民税課
市民税係・特別徴収係☎７２４・
２１１４、２１１７、納付について＝納
税課☎７２４・２１２１、証明書につい
て＝市民税課諸税証明係☎７２４・
２８７４

町田リサイクル文化センター周辺大気中の
ダイオキシン類測定結果をお知らせします

問資源循環課☎７９７・９６１５

単位：pg-TEQ／㎥
主な測定地点 春　季 夏　季 秋　季 冬　季 年度平均 環境基準
小山田小学校 0.015 0.012 0.012 0.013 0.013

0.6小山田中学校 0.012 0.013 0.014 0.014 0.013
図師小学校 0.011 0.013 0.015 0.011 0.013

測定日：春季＝2016年5月9日～16日／夏季＝2016年8月18日～25日／秋季＝
2016年11月18日～25日／冬季＝2017年2月1日～8日

本人確認書類　（①は1点で、②は2点で、または②1点＋③1点で確認）

①
運転免許証等官公署発行の免許証もしくは資格証明書（写真付き）、マイナンバ
ーカード（写真付き）、旅券、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード
（写真付き）、身体障害者手帳、療育手帳など

②
健康保険証、各種年金証書及び年金手帳、住民基本台帳カード（写真なし）、生活
保護受給証明書、地方公共団体交付の敬老手帳、①の書類が更新中に交付される
仮証明書や引換書類、本人宛納税通知書など

③ 学生証、法人が発行した身分証明書、キャッシュカードなど


